
50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県や市町村等の水道（水道事業）から供給される水
のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といい、その他のものを「小規模専用水道」といいます。

（下図参照：□は水道法適用、 は小規模水道条例適用）

なお、「50人以上の者に飲用の水を供給」とは、設置者が特別な関係（家主、管理者、経営者等）に基づき50人以上の居住者、滞在者
に飲用の水を供給することをいいます。

自己水源(井戸水)
又は上水混合

地中又は地表の受水槽
100m３以下（又は 100m3

を超えるもので六面点検
できるもの）でなおかつ
口径 25 ㎜以上の導管全
長 1,500m以下

小規模専用水道 小規模簡易専用水専用水道 簡易専用水道 専用水道

上 水 受 水

給水人口居住 100 人
を超える又は一日
最大給水量 20ｍ ３

を 超 え る

受水槽 10ｍ３

以 下 で
給 水 人 口
5 0 人 以 上

受水槽 1 0ｍ ３

を 超 え る

給水人口居住 100
人を超える又は
一日最大給水量
2 0ｍ ３を超える

地中又は地表の受水
槽 100m ３を超える
（六面点検できるも
のを除く）又は口径
25 ㎜以上の導管全長
1,500mを超える

給水人口居住 100
人 以下なおかつ
一日最大給水量
2 0 ｍ ３ 以 下 で
給水人口 50 人以上


